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氏
又
は
名
の
記
載
に
用
い
る
文
字
の
取
扱
い
に
関
す
る
通

達
等
の
整
理
に
つ
い
て

（�激離欝
汁期た計翔酬
則滅錫購報
昨財
�ぎ
二〇〇号）

（通
達
）
平
成
三
年

一
月

一
日
以
後
に
お
け
る
氏
又
は
名
の
記
載
に
用
い
る
文

字
の
取
扱
い
に
関
す
る
戸
籍
事
務
の
取
扱
い
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
の
で
、

貴
管
下
支
局
長
及
び
市
区
町
村
長
に
周
知
方
取
り
計
ら
わ
れ
た
い
。

な
お
、
こ
れ
に
反
す
る
当
職
通
達
又
は
回
答
は
、
本
通
達
に
よ
っ
て
変
更
又

は
廃
止
す
る
の
で
、
念
の
た
め
申
し
添
ぇ
る
。

第
１
　
新
戸
籍
編
製
等
の
場
合
の
氏
又
は
名
の
記
載
に
用
い
る
文
字
の
取
扱
い

１
　
誤
字
又
は
俗
字
の
解
消

婚
姻
、
養
子
縁
組
、
転
籍
等
に
よ
る
新
戸
籍
の
編
製
、
他
の
戸
籍

へ
の

入
籍
又
は
戸
籍
の
再
製
に
よ
り
、
従
前
の
戸
籍
に
記
載
さ
れ
て
い
る
氏
若

し
く
は
名
を
移
記
す
る
場
合
、
又
は
認
知
、
後
見
開
始
等
に
よ
り
戸
籍
の

身
分
事
項
欄
、
父
母
欄
等
に
新
た
に
氏
若
し
く
は
名
を
記
載
す
る
場
合
は
、

当
該
氏
又
は
名
が
従
前
戸
籍
、現
在
戸
籍
等
に
お
い
て
誤
字
又
は
俗
字
（別

表
１
及
び
別
表
２
に
記
載
さ
れ
て
い
る
文
字
を
除
く
。
以
下
第
１
に
お
い

て
同
じ
。
）
で
記
載
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
こ
れ
に
対
応
す
る
字
種
及
び

字
体
に
よ
る
正
字

（別
表
１
及
び
別
表
２
に
記
載
さ
れ
て
い
る
文
字
を
合

む
。
以
下
第
１
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

対
応
す
る
字
種
に
字
体
が
複
数
あ
り
、
そ
の
い
ず
れ
の
字
体
に
対
応
す
る

か
に
つ
い
て
疑
義
が
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
ら
の
字
体
の
う
ち
「通
用
字
体
」

（後
記
な
お
書
き
参
照
）
を
用
い
て
差
し
支
え
な
い
。
そ
の
他
、
対
応
す

る
正
字
を
特
定
す
る
上
で
異
義
が
あ
る
場
合
は
、
監
督
法
務
局
若
し
く
は

地
方
法
務
局
又
は
そ
の
支
局

（以
下

「監
督
局
」
と
卜
う
。
）
の
長
の
指
示

を
求
め
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
本
通
達
に
お
い
て
通
用
字
体
と
は
、
常

用
漢
字
表

（昭
和
五
六
年
内
閣
告
示
第

一
号
）
に
掲
げ
る
字
体

（括
弧
書

き
が
添
え
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
括
弧
の
外
の
も
の
を
い
う
。
）

又
は
戸
籍
法
施
行
規
則
別
表
第
二

（人
名
用
漢
字
別
表
）
に
掲
げ
る
字
体

を
い
う
も
の
と
す
る
。

２
　
事
由
の
記
載

従
前
の
戸
籍
に
誤
字
又
は
俗
字
で
記
載
さ
れ
て
い
る
氏
又
は
名
を
、
新

た
に
戸
籍
に
こ
れ
に
対
応
す
る
正
字
で
記
載
し
た
場
合
に
は
そ
の
事
由
に

つ
い
て
は
戸
籍
に
記
載
を
要
し
な
い
。

３
　
告
知
手
続

従
前
の
戸
籍
に
氏
又
は
名
が
誤
字
又
は
俗
字
で
記
載
さ
れ
て
お
り
、
新

た
に
戸
籍
の
筆
頭
者
氏
名
欄
又
は
名
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
正
字
で
記
載
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